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新型コロナ交付金

　

国
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
対
策
と
し
て
、
１
兆
円
規
模
の
地

方
創
生
臨
時
交
付
金
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

鳩
山
町
に
上
限
７
７
３
９
万
円
が
内
示
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、町
民
の
安
全
・

安
心
、
町
内
事
業
者
へ
の
支
援
に
充
て
る
た
め
、
事
業
実
施
計
画
を
町
が
作
成

し
、
令
和
２
年
第
２
回
定
例
会
に
お
い
て
、
補
正
予
算
を
上
程
し
ま
し
た
。
議

会
か
ら
の
要
望
も
取
り
入
れ
て
お
り
、
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
事
業

の
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。

特集

　

今
年
度
に
限
り
、
小
・
中

学
校
の
学
校
給
食
費
を
免
除

し
、
保
護
者
の
経
済
的
負
担

の
軽
減
を
図
る
も
の
で
す
。

　

毎
月
の
給
食
費
は
、
小
学

生
で
月
３
９
１
０
円
、
中
学

生
で
４
７
３
０
円
で
す
。

　

給
食
を
実
施
す
る
予
定
の

６
月
か
ら
来
年
３
月
ま
で
の

給
食
費
を
無
償
と
し
ま
す
。

ぎ か い
レ ポ ー ト

新型コロナ
対策・支援を加速せよ

給食費が今年度 無償に
今宿小学校１年生 給食の様子

給
食
費
無
償

　

就
業
環
境
の
変
化
の
影
響

を
受
け
や
す
い
、
ひ
と
り
親

家
庭
等
を
応
援
す
る
た
め
、

子
ど
も
一
人
に
つ
き
５
万
円

を
給
付
し
ま
す
。

事
業
費
２
６
８
０
万
円

事
業
費
８
５
０
万
円

ひ
と
り
親
家
庭
等
応
援

　

売
り
上
げ
が
前
年
同
月
比

で
20
％
以
上
減
少
し
た
事
業

者
に
対
し
、
法
人
に
つ
い
て

は
10
万
円
、
個
人
事
業
主
に

つ
い
て
は
５
万
円
を
給
付
し

ま
す
。
国
か
ら
の
持
続
化
給

付
金
を
受
け
た
事
業
者
（
前

年
同
月
比
50
％
以
上
減
少
し

た
事
業
者
）
も
対
象
と
な
り

ま
す
。

事
業
者
応
援

　

災
害
時
に
開
設
す
る
避
難

所
の
衛
生
環
境
を
保
つ
た
め
、

消
毒
薬
や
マ
ス
ク
な
ど
を
購

入
し
、
避
難
所
の
３
密
を
避

け
る
た
め
、
簡
易
テ
ン
ト
及

び
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
備
蓄

し
、
近
年
頻
発
し
て
い
る
自

然
災
害
時
に
お
け
る
避
難
所

運
営
に
備
え
ま
す
。

事
業
費
３
３
５
０
万
円

事
業
費
８
２
０
万
円

災
害
時
の
備
蓄
品

　

小
・
中
学
校
に
マ
ス
ク
や

消
毒
液
な
ど
の
衛
生
用
品
を

購
入
し
、
体
育
館
等
に
は
大

型
の
扇
風
機
、
ミ
ス
ト
シ
ャ

ワ
ー
を
設
置
し
ま
す
。

　

ま
た
、
高
齢
者
向
け
の
対

策
と
し
て
、
ふ
く
し
プ
ラ
ザ

や
の
び
の
び
プ
ラ
ザ
、
は
ー

と
ん
カ
フ
ェ
に
、
空
気
清
浄

機
を
設
置
し
、
そ
の
他
赤
外

線
体
温
計
な
ど
感
染
症
対
策

の
た
め
の
備
品
を
購
入
し
、

町
民
及
び
職
員
の
感
染
防
止

策
を
徹
底
す
る
こ
と
で
、
町

民
の
皆
さ
ま
が
安
心
し
て
参

加
で
き
る
環
境
を
整
備
し
ま

す
。 公

共
施
設
等
感
染
予
防

事
業
費
３
２
０
万
円

密を避けて前を向いて

 いただきまーす 
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対策本部長会議で方針を協議

　

石
坂
在
住
の
方
か
ら
請
願

が
提
出
さ
れ
、
６
月
８
日
に

総
務
産
業
委
員
会
で
審
査
し

た
と
こ
ろ
、「
採
択
す
べ
き

も
の
」
と
な
り
ま
し
た
。

　

本
会
議
に
て
、
委
員
会
報

告
が
な
さ
れ
、
審
議
の
上
、

採
択
さ
れ
ま
し
た
。

　

総
務
産
業
委
員
会
が
、
請

願
と
同
趣
旨
の
意
見
書
を
提

案
（
発
委
）
し
、
こ
の
意
見

書
も
可
決
さ
れ
、
衆
参
両
議

院
議
長
や
農
水
省
な
ど
に
６

月
10
日
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

請
願
を
採
択
・
意
見
書
を
可
決

自
家
増
殖
を
原
則
禁
止
と
す
る
種
苗
法
改
定
の
取
り
や

め
と
地
域
農
業
を
守
る
た
め
の
法
律
の
制
定
に
関
す
る

意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
請
願〈

国
会
の
動
き
〉

　
『
種
苗
法
改
正
案
』
が
審

議
さ
れ
る
予
定
で
し
た
が
、

継
続
審
議
と
な
り
ま
し
た
。

〈
改
正
案
の
内
容
〉

　

種
苗
法
は
新
品
種
の
創
作

に
対
す
る
保
護
を
定
め
た
法

律
で
す
。
日
本
で
開
発
さ
れ

た
ブ
ド
ウ
や
イ
チ
ゴ
な
ど
の

優
良
品
種
を
、
よ
り
実
効
的

に
保
護
す
る
そ
う
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
農
家
の
権
利
で

あ
っ
た
自
家
増
殖
（
採
種
）

が
、
登
録
品
種
に
つ
い
て
は

原
則
禁
止
と
な
り
ま
す
。

　

種
苗
法
改
正
の
主
な
論
点

は
登
録
品
種
の
自
家
増
殖
の

規
制
で
あ
る
が
、
当
町
農
業

従
事
者
は
規
制
外
の
一
般
品

種
の
栽
培
が
中
心
で
あ
る
。

さ
ら
に
農
業
委
員
会
を
は
じ

め
当
町
の
農
業
関
係
者
の
声

を
聞
か
ず
、
国
へ
の
意
見
書

の
提
出
は
議
会
へ
の
信
頼
を

損
な
い
か
ね
な
い
。（石

井
徹
）

　

こ
の
法
案
は
種
子
・
苗
の

知
的
財
産
権
を
守
ろ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

　

育
成
者
が
自
家
増
殖
の
許

諾
を
得
る
こ
と
で
、
海
外
流

出
防
止
へ
の
対
応
が
可
能
に

な
る
。

　

育
成
者
の
品
種
改
良
の
た

め
の
苦
労
が
報
わ
れ
る
こ
と

は
、
非
常
に
大
切
な
こ
と
で

あ
る
。�
（
中
山
）

「自家増殖を原則禁止とする種苗法
改定の取りやめと地域農業を守るた
めの法律の制定を求める意見書」（抜
粋）

　自家増殖を原則禁止とする種苗法
改定は著しく農家の権利を阻害する
ものであり、農家の今後の維持・発
展を困難にする要因ともなる。
　従来の農家の権利を守り、地域に
合った方法で「家族農業」を守り、
発展させる必要がある。そのために、
種苗法改定はやめ、農家の権利を損
なうことなく、かつ小規模農家を擁
護するための法整備を行うべきと考
える。
　種苗法が改定されれば、これまで
認められていた登録品種の自家増殖
には、種苗育成者（企業も）から許
諾を受けるか、種子を毎年購入しな
ければならなくなる。許諾料も種子
価格も企業等の裁量で決まるため、
栽培コストが高くなることが懸念さ
れる。
　品種登録は海外企業にも認められ
ており、遺伝子組み換えやゲノム編
集、大量農薬使用を前提とする種苗
になってしまう可能性もある。その
結果、農家と消費者に大きく影響を
与えることになる。
　また、種子の多様化や地域に適し
た作物栽培を阻害し、日本の地域農
業はますます衰退する恐れがある。
　地域農業や農家、消費者の権利を
守るために自家増殖を原則禁止する
種苗法改定を取りやめ、地球規模の
気候変動により食料不足が懸念され
る中、食料自給率を上げるためにも
地域農業を守り育てる法律の制定を
求める。

令和２年６月10日　鳩山町議会

　

当
町
の
農
業
従
事
者
の
意

見
を
全
く
聞
い
て
い
な
い
。

担
当
課
は
当
町
農
業
へ
の
影

響
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
。

　

危
険
性
ば
か
り
を
強
調
し
、

改
正
の
目
的
や
必
要
と
す
る

人
た
ち
の
意
見
も
聞
い
て
い

な
い
。
当
事
者
不
在
の
ま
ま

提
出
す
る
に
は
拙
速
で
あ
り
、

継
続
調
査
が
必
要
。(

大
賀
）

　
「
特
許
を
制
す
る
者
が
、

種
子
を
制
す
る
。
種
子
を
制

す
る
者
が
、
食
料
を
制
す
る
。

食
料
を
制
す
る
者
が
、
世
界

を
制
す
る
」
こ
ん
な
言
葉
が

あ
る
。

　

種
は
農
家
の
も
の
。
自
家

増
殖
を
制
限
す
る
内
容
は
改

め
る
べ
き
。
農
業
者
に
十
分

な
説
明
が
必
要
。　
（
野
田
）

請
願
に
対
す
る
反
対
討
論

意
見
書
に
対
す
る
賛
成
討
論

　

町
が
対
策
本
部
を
設
置
し

た
こ
と
を
受
け
、
４
月
28
日

に
鳩
山
町
議
会
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
対
策
本
部
を
設
置

し
ま
し
た
。

　

４
月
に
施
行
さ
れ
た
ば
か

り
の
議
会
災
害
対
策
指
針
に

準
じ
た
組
織
・
体
制
で
、
議

長
を
本
部
長
と
し
て
、
議
員

間
の
情
報
共
有
を
図
る
と
共

に
、
議
員
と
し
て
の
行
動
や

対
応
を
定
め
ま
し
た
。

　

５
月
８
日
に
本
部
長
（
議

長
）
が
副
議
長
、
各
常
任
委

員
会
の
委
員
長
お
よ
び
議
会

運
営
委
員
会
の
委
員
長
、
議

会
事
務
局
を
招
集
し
、
本
部

長
会
議
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

６
月
議
会
の
対
応
等
に
つ

い
て
協
議
し
、
議
会
運
営
委

員
会
へ
諮
り
ま
し
た
。

●
一
般
質
問
の
実
施

　

行
政
の
負
担
を
考
え
て
、

中
止
す
べ
き
と
い
う
意
見
も

あ
り
ま
し
た
が
、
個
々
の
判

断
に
任
せ
る
事
と
し
ま
し
た
。

（
今
回
は
12
人
中
６
人
の
議

員
が
、
質
問
を
自
粛
し
ま
し

た
）。

　

な
お
、
質
問
時
間
は
１
時

間
程
度
に
ま
と
め
る
事
と
し
、

密
を
避
け
る
た
め
に
答
弁
者

を
指
定
し
て
、
答
弁
予
定
の

な
い
課
長
等
に
つ
い
て
は
、

退
席
を
許
可
し
ま
し
た
。

●
傍
聴
に
つ
い
て

　

他
の
自
治
体
議
会
で
は
、

傍
聴
禁
止
や
一
般
質
問
を
中

止
す
る
所
も
あ
り
ま
し
た
が
、

会
議
公
開
の
原
則
に
則
り
、

感
染
症
防
止
策
を
行
っ
た
上

で
、
傍
聴
を
許
可
す
る
事
と

し
ま
し
た
。

●
本
会
議
の
対
策

　

登
壇
し
て
発
言
を
行
う
際

は
マ
ス
ク
を
着
用
し
、
議
席

に
つ
い
て
は
、
隣
り
合
う
事

の
無
い
よ
う
、
席
の
間
隔
を

あ
け
て
配
置
し
ま
し
た
。

　

毎
朝
検
温
し
て
、
ア
ル

コ
ー
ル
に
よ
る
手
指
の
消
毒

等
を
実
施
し
ま
し
た
。
ま
た
、

一
時
間
ご
と
に
休
憩
を
し
て

換
気
を
行
い
ま
し
た
。

新
型
コ
ロ
ナ

議
会
対
策
本
部
を
設
置

議
会
の
感
染
症
対
策


	gikaidayori149

